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確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります！

公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下

の方は確定申告をする必要はありません（この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定

申告書を提出することができます）。ただし、確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要

となる場合があります。以下の「申告のイメージ図」を参考としてください。

e-Tax（電子申告）又

は書面で

確定申告書
を提出してください。

※確定申告書を提出

した場合は、

住民税の申告

は不要です。

公的年金等の収入金額（2か所以上ある場合は、その合計

額）が４００万円以上ある。

公的年金等以外の所得金額が２０万円以上ある。

所得税の還付を受けるための申告である。

確定申告は不要ですが、

小樽市へ住民税の申告が必要 となる場合があります。

住民税の申告が必要な場合（主な例）

◎「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除を適用して、

住民税を減額したい場合 （年金から引かれている社会保険料以外の社会保険料控除、

生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者（特別）控除、医療費控除を追加で申告するなど）

◎額にかかわらず、公的年金等に係る雑所得以外の所得（例：不動産所得など）があるとき など

※源泉徴収票に記載のない控除は、申告をしなければ適用されません！

公的年金等受給者の確定申告不要制度が開始されてから、市民税課へ「課税内容が以前と違

う」という問合せが増えています。公的年金等受給者で確定申告も住民税の申告もしなかった場

合は、公的年金等の源泉徴収票の記載内容が住民税の税額に反映されます。

公的年金等の源泉徴収票等を確認の上、住民税の申告が

必要な方は、小樽市役所に申告書を提出してください。

※住民税について御不明な点がある場合は、以下へお問合せください。

小樽市役所 市民税課（受付時間：土・日・祝日を除く午前９時～午後５時）

住所：小樽市花園２丁目１２番１号 電話：０１３４－３２－４１１１（内線２４２～２４５）


